
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
殺

対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条
　
自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以

下
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
法
第
五
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
調
査
研
究
等
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
調
査
研
究
等
業
務
の
開
始
の
予
定
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六
　
調
査
研
究
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

七
　
調
査
研
究
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
の
基
準
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三
　
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
者

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
指
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
こ
と
を
当
該
法
人
の
目
的
の
一
部
と
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
調
査
研
究
等
業
務
を
全
国
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
調
査
研
究
等
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
調
査
研
究
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

六
　
調
査
研
究
等
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
調
査
研
究
等
業
務
の
運
営
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

七
　
役
員
の
構
成
が
調
査
研
究
等
業
務
の
公
正
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
公
平
か
つ
適
正
な
調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
調
査
研
究
等
法
人
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
指
定
調
査
研
究
等
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
調
査
研
究
等
業
務
を
行
う
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
事
業
計
画
書
等
の
提
出
）

第
五
条
　
法
第
八
条
第
一
項
前
段
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
調
査
研
究
等
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
事
業
計
画
書
又
は
収
支
予
算
書
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を

記
載
し
た
書
面
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
八
条
第
三
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
員
証
）

第
六
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
同
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）
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